
多久市補助金交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

令和８年３月２３日  

 

多久市長 香  月  正  則    

 

多久市規則第１１号 

 

   多久市補助金交付規則の一部を改正する規則  

 

 多久市補助金交付規則（昭和４４年多久市規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

 

 様式第２号及び様式第３号を次のように改める。  

別紙 

 様式第６号を次のように改める。  

別紙 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。  



様式第2号(第6条関係) 

 

 

多久市補助金等交付決定通知書 

 

 

多  第  号   

年  月  日   

 

住 所 

氏 名          様 

     

 

多久市長           

 

 

     年  月  日付をもって申請のあった        補助金等について、

下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

1 補助事業名 

2 補助金等交付決定額 

3 補助金等交付予定時期 

4 補助条件 

 (1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除

く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。 

 (2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

 (3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 (4) この交付決定に対して不服がある場合の申請の取下げをすることができる期間は、

この交付決定通知書受領の日から  日以内とする。 

 (5) 情報公開の請求があれば、これに応じるよう努めること。 

 (6) その他多久市補助金交付規則の定めを遵守すること。 



様式第3号(第7条関係) 

 

多久市補助金等交付申請取下書 

 

年  月  日   

 

 多久市長    様 

 

住所             

氏名             

 

     年  月  日付多  第    号の交付通知に係る事業については、下記

の理由により実施しないので補助金等交付の取下げを申請します。 

 

記 

1 補 助 事 業 名 
  

2 
補 助 金 等 

交 付 決 定 額 

 

3 
交付決定通知書

の受領年月日 

  

4 取 下 げ 理 由 

 



様式第6号(第13条関係) 

 

 

多久市事業補助金等確定通知書 

 

 

多  第  号   

年  月  日   

 

住 所 

氏 名          様 

            

 

多久市長           

 

 

     年  月  日付の       事業実績報告書により、    年度  

       事業補助金等の額を下記のとおり確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

1 補 助 事 業 名 

 

2 補 助 確 定 額 

 

3 補 助 条 件 

 

 (1) 多久市補助金交付規則の規定を遵守すること。 


